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本日のお話

■日臨技における業務拡大への背景

■業務拡大に関する日臨技の政策的対応

※病棟業務に関連する範囲に関して

■病棟参画に関する日臨技の検証事業内容

■政策的対応以降での全国実施状況

■現状から今後の方向性
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チーム医療とは・・・

一人の患者に複数のメディカルスタッフ（医療専門職）が
連携して、治療やケアに当たることです。

病院では、様々な職種のメディカルスタッフが働いています。
こうした異なる職種のメディカルスタッフが連携・協働し、
それぞれの専門スキルを発揮することで、入院中や外来通院
中の患者の生活の質（QOL）の維持・向上、患者の人生観を
尊重した療養の実現をサポートしています。

チーム医療推進協議会HPより



チーム医療に対する厚生労働省の動向

• 平成１９年１２月２８日付医政局長通知

「医師及び医療関連職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」

• 平成２１年８月～ 医政局主催

「チーム医療の推進に関する検討会」開催 平成２２年３月１９日報告書提出

• 平成２２年４月３０日付医政局長通知

「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」

• 平成２２年５月～ 医政局主催

「チーム医療推進会議」開催 ※日臨技は会議メンバーに入っていない

• 平成２２年１０月～ 医政局主催

「チーム医療推進会議」の下に 「チーム医療推進方策検討Ｗ／Ｇ」立ち上げ

※ 日臨技がメンバーに加わった
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基本的な考え方

各医療機関においては、良質な医療を継続的に提供すると

いう基本的考え方の下、医師、看護師等の医療関係職の医療の

専門職種が専門性を必要とする業務に専念すること により、

効率的な業務運営がなされるよう、適切な人員配置の在り方や

、医師、看護師 等の医療関係職、事務職員等の間での適切な役

割分担がなされるべきである。

「医師及び医療関連職と事務職員等
との間等での役割分担の推進について」

平成１９年１２月２８日付医政局長通知



近年の医師、看護師不足の実態に鑑み、医師と看護師及び
臨床検査技師との適正な業務分担を導入することで、医師
等の負担を軽減することが可能となる

その具体例として、「採血、検査説明」については、医師
等の指示の下に看護師及び臨床検査技師が行うことができ
るとされているが、臨床検査技師が十分に関わっていない
現状がある

「医師及び医療関連職と事務職員等
との間等での役割分担の推進について」

平成１９年１２月２８日付医政局長通知



7） 薬剤の管理

病棟等における薬剤の在庫管理、ミキシングあるいは
与薬等の準備を含む薬剤管理について、医師や看護職
員が行っている場合もあると指摘されているが、ミキ
シングを行った点滴薬剤等のセッティング等を含め、
薬剤師の積極的な活用を図り、医師や看護職員の業務
を見直すことで、医療安全の確保及び医師等の負担の
軽減が可能となる。

薬剤師については・・・
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近年、質が高く、安心で安全な医療を求める患者・家族の声が高まる
一方で、医療の高 度化や複雑化に伴う業務の増大により医療現場の
疲弊が指摘されるなど、医療の在り方が 根本的に問われているとこ
ろである。こうした現在の医療の在り方を大きく変え得る取組 とし
て、多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提とし、目的
と情報を共有し、業務を分担するとともに互いに連携・補完し合い、
患者の状況に的確に対応した医療を提 供する「チーム医療」に注目
が集まっており、現に、様々な医療現場で「チーム医療」の 実践が
広まりつつある。

（中略）

今般、当該報告書の内容を踏まえ、関係法令に照らし、医師以外の
医療スタッフが実施することができる業務の内容について下記のとお
り整理したので、貴職におかれては、その内容について御了知の上、
各医療機関において効率的な業務運営がなされるよう、貴管内の保健
所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に周知方願いたい。

医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について



２．各医療スタッフが実施することができる業務の具体例
（１）薬剤師
近年、医療技術の進展とともに薬物療法が高度化しているため、医療の質の向上及び医療安全の確保の観
点から、チーム医療において薬剤の専門家である薬剤師が主体的に薬物療法に参加することが非常に有益
である。 また、後発医薬品の種類が増加するなど、薬剤に関する幅広い知識が必要とされているにもかか

わらず、病棟や在宅医療の場面において薬剤師が十分に活用されておらず、

注射剤の調製（ミキシング）や副作用のチェック等の薬剤の管理業務について、 医師や看護師が行ってい
る場面も少なくない。
１）薬剤師を積極的に活用することが可能な業務 以下に掲げる業務については、現行制度の下において薬
剤師が実施することがで きることから、薬剤師を積極的に活用することが望まれる。
① 薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、 医師・薬剤師等により事
前に作成・合意されたプロトコールに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師等と協働して実施するこ
と。
② 薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処 方を提案すること。
③ 薬物療法を受けている患者（在宅の患者を含む。）に対し、薬学的管理（患者の 副作用の状況の把握、
服薬指導等）を行うこと。
④ 薬物の血中濃度や副作用のモニタリング等に基づき、副作用の発現状況や有効性の確認を行うとともに、
医師に対し、必要に応じて薬剤の変更等を提案すること。
⑤ 薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同一の内容の処方を提案すること。
⑥ 外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働してインフォームドコン セントを実施するととも
に、薬学的管理を行うこと。
⑦ 入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服薬計画を提案するなど、当該患者に対する薬
学的管理を行うこと。
⑧ 定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して調剤すること。
⑨ 抗がん剤等の適切な無菌調製を行うこと。
２）薬剤に関する相談体制の整備 薬剤師以外の医療スタッフが、それぞれの専門性を活かして薬剤に関す
る業務を行う場合においても、医療安全の確保に万全を期す観点から、薬剤師の助言を必要とする場面が
想定されることから、薬剤の専門家として各医療スタッフからの相談に応じることができる体制を整える
ことが望まれる。



（１）薬剤師

（２）リハビリテーション関係職種
〇喀痰等の吸引 〇作業療法の範囲

（３）管理栄養士
〇栄養管理・指導・評価・判定

（４）臨床工学士
〇喀痰等の吸引 〇動脈留置カテーテルからの採血

（５）診療放射線技師
〇読影の補助 〇放射線検査等に関する説明・相談

（１）から（５）までの医療スタッフ以外の職種についても・・・。

各医療スタッフが実施することができる業務の具体例

臨床検査技師はこの中に含まれた



 平成20(2008)年11月中医協DPC評価分科会

DPC制度の調整係数廃止に伴う新しい機能評価係数として、コメディカ
ルスタッフ(薬剤師、検査技師など)の病棟配置による評価が提案

『薬剤師を薬局に、検査技師を検査室へと配置するよりも、病棟に配置
しチーム医療に貢献させることが重要である』とされた。

薬剤師は薬剤管理業務としても病棟で業務実施をしていたが、病棟での
勤務時間の実態や、薬剤管理指導の割合などの全国規模のデータが存在
しなかった。

臨床衛生検査技師会では・・・？？

一方で・・



入院患者1人に対して中央値で週に30分程度しか薬剤師の病棟業務が
行われていないが、医療安全に効果がある

 日本病院薬剤師会は、平成21年3月に全国すべてのDPC病院を
対象に薬剤師の病棟業務に関する実態調査を実施し、その結果
を同年6月のDPC評価分科会で報告した。



 さらに平成22年年10月、上記医政局長通知への日本病
院薬剤師会による解釈と具体例がだされた。「病棟業
務」と「薬剤管理指導業務」は同じようなものと漠然
と捉えていた薬剤師に対して、病棟業務には薬剤管理
業務以外に当時の診療報酬では評価されていない多彩
な業務があり、チーム医療型の病棟業務の実施が強く
求められていることを明確に示した。

 日本病院薬剤師会は毎年実施してきた「病院薬剤部門
の現状調査」を平成22年度より会員施設のみからすべ
ての病院へ調査対象を拡大して実施。また上記医政局
長通知で挙げられた業務を含めた病棟業務の実施状況
を調査項目に加えた。さらに、平成23年度の調査では
調査項目を見直し、病棟業務に関する設問を充実させ、
調査項目の総数を7割程度に減らした。



平成23年12月7日中医協総会

薬剤師の病棟での業務について議論されて、
支払い側、診療側ともに病棟における薬剤師業務の
重要性を確認された。

患者を代表する委員からは「薬剤師が病棟にいるメ
リットは計り知れないと患者としては思っています。
今までが十分でなかったものが、やっと配置される
ようになる。病棟当たり薬剤師の業務時間が８時間
以内ということもあってはならない。」という趣旨
の発言がなされた。

薬剤師の病棟業務をどのように評価するか、算定要
件を検討することとなった。



1998（H01）年 入院調剤技術基本料 ⇒ 1994年 薬剤管理指導料

2012（H24）年 病棟薬剤業務実施加算・・・週1回 100点
2010年新設：医薬品安全性情報等管理体制加算は廃止

入院中の患者に対して薬学的管理指導を行った場合、
初回の薬剤管理指導料に50点を加えて算定

2014（H26）年 療養病床、精神病床 4週間限度⇒8週間限度

2016（H28）年 病棟薬剤業務実施加算1・・・週1回 100点
2016（H28）年 病棟薬剤業務実施加算2・・・1日 80点

(特定集中治療室等での業務)

薬剤師病棟業務関連の診療報酬
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このままでは臨床検査技師の
将来がない！！

日臨技を新生さ
せ未来を拓く！

臨床検査技師による積極的な
チーム医療を展開しよう！
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概要
M.D.アンダーソンがんセンターは2011年に70周年を迎

えており、患者さんががんと闘い勝ち抜く歴史を作るため、
研究・教育・予防を通し、世界中のがんの撲滅に力を注い
でいます。U.S.News & World Reportベスト・ホスピタ
ルがん部門において、常に上位2位以内に選ばれている実
績があります。
＊Best Hospitals for Adult Cancer(2015-2016)でもが

ん部門は1位です。
(http://www.mdanderson.org/about-us/facts-and-
history/institutional-profile/u-s-news-
rankings/index.html)

また、国立がん研究所（NCI）により「多角的治療の可能
ながんセンター（病院）」として最初に指定されたひとつ
です。（全米内35機関が指定）

アメリカのチーム医療は？
M.D.アンダーソンがんセンター



医療特長
M.D.アンダーソンがんセンターでは、全てのがんに対し、

ユニークなスタイルの集学的治療（チーム医療）を実施。
細分化された専門科の医師のもと、世界でも最も有能とさ
れる病理医、放射線専門医、腫瘍内科専門医、腫瘍外科専
門医、腫瘍放射線専門医、看護婦、薬剤師がチームとなり
患者さんの治療にあたります。

この医療の特徴は、患者さん自身もチームの一員として
治療方針の決定に参加できることでもあるのです。

アメリカのチーム医療は？

M.D.アンダーソンがんセンター

アメリカでは、医師も看護師、薬剤師 その他のコメディ
カルも含め皆、同じ土俵に立っています、対等な立場にある
ということです、チーム医療の中心は患者なのです。



 糖尿病療養
 ＮＳＴ（栄養管理サポートチーム）
 ＩＣＴ（院内感染制御チーム）
 輸血製剤管理（輸血療法適正化）
 採血業務
 治験業務

・
・
・

日本において
従来、臨床検査技師が関わるチーム医療というと
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本当のチーム医療？

臨床検査技師の役割は付加価値のついた
データを臨床に提供すること！？
これが臨床検査技師として最良のチーム医療
である。

これだけで本当にチーム医療を実践していま
すか？

病床に臨んで（向かって）診療すること。

患者に接して診察・治療を行うこと。

臨床検査技師の臨床って？



宮島体制による臨床検査技師における
「チーム医療」への政策的対応が開始された

法律

・規則

職能

開発

政策

調査
執行理事
深澤恵治

執行理事
千葉正志

常務理事
丸田秀夫

代表理事 副会長
横地常広

業務拡大に関連する執行体制 （H29.6現在）

業務
拡大

政策の展開

法律の整備

人材育成



本日のお話

■日臨技における業務拡大への背景

■業務拡大に関する日臨技の政策的対応

※病棟業務に関連する範囲に関して

■病棟参画に関する日臨技の検証事業内容

■政策的対応以降での全国実施状況

■現状から今後の方向性
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・
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近年の医師、看護師不足の実態に鑑み、医師と看護師及び
臨床検査技師との適正な業務分担を導入することで、医師
等の負担を軽減することが可能となる

その具体例として、「採血、検査説明」については、医師
等の指示の下に看護師及び臨床検査技師が行うことができ
るとされているが、臨床検査技師が十分に関わっていない
現状がある

そこで！！まず第一歩として

「医師及び医療関連職と事務職員等
との間等での役割分担の推進について」

平成１９年１２月２８日付医政局長通知



①日臨技の一つ目の方策



第306回中医協総会 入院医療（その３）より



第306回中医協総会（平成27年10月14日） 入院医療（その３）より



第306回中医協総会（平成27年10月14日） 入院医療（その３）より



“臨床検査とチーム医療”に関する会長メッセージ

『患者と正面で向き合える臨床検査技師にならなくては、

チーム医療に参画しているとは言えない。

医療現場の期待に応える

“検査説明・相談のできる技師”を養成しよう。 』

一般社団法人
日本臨床衛生検査技師会
代表理事会長 宮島 喜文



検査の目的について

検査の採取・検査の手順について

基準値の考え方について

結果の見方につて

検査項目の意味・解釈について

検査説明の内容

個々の検査結果に対する所見について

総合的な疾病の診断について

「採血、検査説明」については、医師等の指示の下に看護
師及び臨床検査技師が行うことができるとされている



開催県 日 程 （募集人数）

１ 栃木県 6月25日、26日（50名）

2 山梨県 7月17日、18日（30名）

3 静岡県 7月23日、24日（50名）

4 岐阜県 7月23日、24日（30名）

5 秋田県 8月6日、7日（30名）

6 千葉県 8月6日、7日（70名）

7 熊本県 8月20日、21日（60名）

8 長崎県 8月20日、21日（30名）

9 滋賀県 8月27日、28日（20名）

10 宮城県 9月10日、11日（30名）

11 山形県 9月10日、11日（30名）

12 福島県 9月10日、11日（42名）

13 茨城県 9月10日、11日（40名）

14 大阪府 9月24日、25日（64名）

15 島根県 10月15日、16日（30名）

16 鳥取県 10月22日、23日（20名）

17 石川県 10月22日、23日（80名）

18 和歌山県 10月29日、30日（30名）

19 愛知県 11月5日、6日（50名）

20 長野県 12月3日、4日（40名）

21 愛媛県 12月10日、11日（32名）

22 兵庫県 12月10日、11日（60名）

23 群馬県 12月17日、18日（32名）

24 大分県 1月8日、9日（30名）

25 京都府 1月21日、22日（30名）
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岡
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平成28年度 検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会

実施・申請状況

開催済

26 山口県 1月21日、22日（30名）

27 宮崎県 1月21日、22日（30名）

28 福井県 1月22日、2月11日（40名）

29 北海道 1月28日、29日（48名）

30 富山県 1月28日、29日（50名）

31 広島県 1月28日、29日（70名）

32 岡山県 2月11日、12日（50名）

33 東京都 2月18日、19日（150名）

34 香川県 2月25日、26日（20名）

35 奈良県 2月25日、26日（20名）

36 神奈川県 3月4日、5日（100名）

37 埼玉県 3月4日、5日（80名）

38 新潟県 3月4日、5日（50名）

39 福岡県 3月4日、5日（80名）

否開催

３年で全国に１割以上の技師を育成した！
つまり目標は達成した。



②次なる方策は？



“等”の意味が重要

高い精度と迅速な処理

研修の義務化

第35回 社会保障審議会医療部会 H25.11.8



法律施行令の一部改正

①鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取
する行為

②表皮並びに体表及び口腔の粘膜を採取する行為（生検のためにこれらを
採取する行為を除く）

③皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部の膿を採取する行為

④鱗屑、痂疲その他の体表の付着物を採取する行為

⑤綿棒を用いて肛門から糞便を採取する行為
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法律施行規則の一部改正

①基準嗅覚検査及び静脈性嗅覚検査（静脈に注射する行為を除く）
②電気味覚検査及びろ紙ディスク法による味覚定量検査

臨床検査技師等に関する法律の一部を改正する法律

～44年ぶりの“念願の業務拡大”達成！！～
新たな“時代の幕開け”



『病棟』『在宅医療』への臨床検査技師の
関わりについての提言



Ⅱ．『病棟』での臨床検査技師の関わりについて

【現状】
永らく『病棟』においての業務は医師、看護師が中心であったが、

近年チーム医療の名のもとに管理栄養士、薬剤師、リハビリ関連職種等
様々なメディカルスタッフが業務範囲を拡大している。この状況に対し
臨床検査技師の関わりは現在のところ極めて希薄なものと言わざるをえない
状況にある。

（中略）

『病棟』において我々がなすべき仕事は無いのであろうか？
臨床検査（検体検査）の工程は大きく分けて検査前工程、検査工程、

検査後工程の３フェーズに区分されるが、『病棟』においての検査前工程
並びに検査後工程については医師、看護師に依存している部分が多いので
はないだろうか。

また様々な装置の開発によりPOCT等によるベッドサイド検査の導入も一部
では進んできており、検査工程が『病棟』で実施される機会も増えることも
予想される。

一方で医療制度改革により病床機能の再編が進められている中で、
いわゆる高度急性期病床や一般急性期病床では、入院診療、病棟業務に重点が
置かれることが想定され、それぞれの病院の臨床検査室の業務の再構成が必要
になると考える。



Ⅳ．結語

ここ数年、医療業界は2025年問題に対応するために急激な変革がすすめ

られており、我々臨床検査技師もそれらに柔軟に対応しメディカルスタッフの

一員としての確固たる立ち位置を確保していかなければならない。まさにここ

数年間の我々の取り組みが未来の臨床検査・臨床検査技師を左右する大きな

分岐点になるといっても過言ではない。平成26年度より開始された検査説明・

相談ができる臨床検査技師の育成事業に加え、法改正により平成27年度4月より

新たに実施可能となる検体採取等は、今後の臨床検査技師の業務の幅を広げる

きわめて有効なツールであり、それらの業務を各現場で実践し広めていくことは、

『病棟』『在宅医療』への参画への布石となることは間違いない。

2025年を迎えても、臨床検査技師が医療の現場で必要不可欠な人材である

ためにも、『病棟』『在宅医療』への我々の関わりについて十分な議論と準備が

不可欠であり、今回の提言書がその一助となれば幸いである。



③新たな認定制度の創設
１．認定認知症領域検査技師制度

臨床検査技師が認知症に関する専門的な知識を有し、認知症を発症
する多様な疾患の診断や、高齢者の多様な疾患の診断や全身状態を
把握するために実施される臨床検査について患者のQOLを保つための
提言を行う唯一の専門家として期待される。認知症対策には早期発
見・早期治療が大切であり、それには臨床検査と我々臨床検査技師の
能力がとても重要となる。日臨技では社会と共に歩んでいく臨床検査技
師会との観点も含め、認知症医療の現場やさらに一歩進んで在宅の現
場まで活躍できる臨床検査技師の育成に繋げていきたい。

２．認定救急検査技師
近年、各医療機関における２４時間体制の日常化に伴い、救急医療や
緊急検査、時間外検査に対する検査技師の関心は非常に高く、今後益
々その重要性は高くなるものと思われる。しかし、正確な検査結果を遅
滞なく迅速に提供することについて、その知識と技量を備えた臨床検査
技師は十分に確保されていないのが現状である。そのような中、長足の
進歩をとげる検査機器を救急医療に十分に活用し、救急患者の診療に
於いて適宜二対応できる臨床検査技師の育成を目ざして創設した。

技術認定ではなく疾患別の新しい認定制度



④さらに医療安全の面での充実

平成１９年３月に厚生労働省から示された「医療安全管理者の業務指針および養成
のための研修プログラム作成指針」をみたし、「医療安全対策加算」取得に必要な
研修要件を満たしている。受講者は具体的な安全対策と品質管理の基本事項の確認
から実務指導に至るまで研鑽し病院における安全確保を構築するために幅広い知
識と技術を身につけることが可能とした。

１クール ２クール

１コースを２クールで
構成する講習会で
１クール３日間合計４０時間
以上のプログラム。

これら全ての課題を終了
した受講者に認定証の発行
（取得時の証明書）

医療安全管理者講習会
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⑤病棟業務検証委員会での検証

臨床検査技師による病棟業務の
効果的かつ効率的な活用方法を検証



活用方法について結論づけるための検討内容

１．患者や医師・看護師を含めた医療職種への
アンケート調査（意識調査）

２．病棟業務一覧表の作成

３．病棟業務把握のための現地検証
（実施要項の作成）

４．済生会栗橋病院での短期実証結果



⑥



実地検証病院の選定

■ 聖隷横浜病院
300床の中規模病院

■ 聖隷浜松病院
700床の大規模病院



伊藤病院(東京都) 60床

特定医療法人衆済会 増子記念病院（愛知県） 102床

医療法人光臨会 荒木脳神経外科病院（広島県） 110床

医療法人社団淳英会 おゆみの中央病院（千葉県） 149床

特定医療法人社団 勝木会 やわたメディカルセンター（石川県） 227床

社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院（長崎県） 312床

ライフ・エクステンション研究所付属 永寿総合病院（東京都） 400床

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院（千葉県） 865床

⑦調査事業協力施設

第６６回日本医学検査学会（千葉県）
病棟業務推進ミニシンポジウムにおいて調査報告を実施
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検査説明相談のできる
検査技師講習会
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病棟業務推進施設情報
連絡会

認定救急検査技師
育成プログラム

学び 実践へ

系統立てて学ぶ
システムの構築

病棟参画に関する日臨技の政策的対応



（目的及び設置）
臨床検査技師による病棟業務の普及と啓発及び適正運用を推し進めることを

目的として、全国でのネットワークを作るため、日臨技 臨床検査技師
による病棟業務推進施設連絡協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（所掌事務）
協議会は、次に掲げる事項について所掌し、日本臨床衛生検査技師会会長の求め

に応じて、臨床検査技師の病棟業務に関する会員・医療関係者及び国民への普及・
啓発を進める。
（１）医療者・国民への普及・啓発の企画・実行に関すること
（２）会員相互・施設間の情報交換の推進に関すること
（３）病棟業務に関する調査・研究の支援に関すること
（４）その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

⑧日臨技 臨床検査技師による
病棟業務推進施設連絡協議会 設置



⑨日臨技 病棟業務推進施設情報連絡会 設置

会員施設へ参加加入を呼びかけ

⇓
ＨＰより登録可能

臨床検査技師の病棟業務への参画を推進することを目的とし、
当該業務についての情報交換・共有ならびに普及・啓発活動等を
実施するために設置。

今後の医療において臨床検査技師が専門性を活かし、患者中心の
チーム医療の中で職責を果たすためには、病棟業務への参画は
重要な課題でありに対し、情報連絡会が軸となって全国的な
活動に繋げていく。

平成29年6月20現在
794施設の登録



⑩病棟業務推進ミニシンポジウムの開催
日本医学検査学会・各支部学会39演題が

エントリー
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◆各支部学会での開催に向けた展開
昨年に引き続き各支部学会で病棟業務推進企
画を計画しております。開催にあたりより多
くの施設情報を収集するため、現在、各都道
府県技師会のご協力を得ながら、「病棟業務
実施施設調査」が行われております。今回の
調査では、２時間以上/日で検査室外業務に
人員配置し、取り組んでいる施設情報を得る
ために行なわれております。該当するご施設
には、ぜひ各都道府県技師会へ情報提供を行
なっていただけるようお願いいたします。

◆医学検査７月号で「病棟業務特集」が掲載され
ることが決定いたしました！
職域拡大のためにはエビデンスを増やすこ

とが不可欠となります。そして、エビデンス
が増えた段階で診療報酬点数の付加という、
現実的な対価として認められます。7月号の
医学検査では「病棟業務」にのみ着目し、特
集として発刊作成予定です。こちらは文部科
学省所管の独立行政法人科学技術振興機構（
JST）が運営する電子ジャーナルの無料公開
システムJ-STAGE（ジェイ・ステージ）に掲
載され、臨床検査技師以外の職種でも確認で
きる資料となります。また、様々な施設の取
り組みを紹介してありますので、これから取
り入れようとする施設のバイブルとしても利
用できるのではと考えています。チーム医療
として取り組んでいる臨床検査技師による病
棟業務について、多職種にも認識していただ
くことも含め発刊となりました。完成までま
だ日がありますが、お手元に届きました際に
はご一読いただけますと幸いです。

No. 施設名 氏名 区分 論文内容

1 日臨技事務局 板橋匠美 総説 日本臨床衛生検査技師会による病棟業務進出への提言

2 日臨技事務局 板橋匠美 資料 病棟業務推進情報連絡会内アンケート調査結果からの課題提起

3 聖隷浜松病院 直田健太郎 資料 大規模施設における臨床検査技師の病棟配置による効果について

4 聖隷横浜病院 吉田功 資料 中規模施設における臨床検査技師の病棟配置による効果について

5 北仁会 石橋病院 佐藤さなえ 資料 小規模検査室における業務拡大の取り組み

6 木戸病院 渡辺友子 資料 臨床検査技師による検体採取への業務拡大

7 くまもと温石病院 本田和恵 資料 当院における臨床検査技師によるノロウイルス検査の現状

8 豊田厚生病院 中根生弥 資料 当院における鼻腔咽頭からの検体採取実施と効果について

9 八角病院 櫛桁久美 資料 病棟における検体採取について

10 飯田市立病院 實原正明 資料 透析病棟における血管超音波検査の取り組み

11
近畿大学医学部
附属病院

前田岳宏 資料 輸血専任技師による病棟・臨床支援のこころみ

12 竹田綜合病院 星勇喜 資料 当院における周術期肺塞栓予防の取り組み

13 八王子山王病院 高橋嘉明 資料 当院で実施している臨床検査科の病練採血業務について

14 白鷺病院 前田富士子 資料 医療安全事例検討委員会での検査技術科の取り組み

15 青森市民病院 本田昌樹 資料 ベッドサイドでの輸血実施時に関する取組みについて

16 熊本第一病院 新屋敷紀美代 資料 自施設における臨床検査技師の病棟業務に関する試み

17 足助病院 山田幸司 資料 検査科看護部ワーキングから病棟検査技師活動への試み

18 岐阜中央病院 森さゆり 資料 血液浄化センターでの検査説明・相談の取り組み

⑪病棟業務進出への課題提起と関連する各施設取組み紹介

※会報JAMTより抜粋

医学検査「病棟業務特集」



⑬日臨技医療政策企画 病棟業務に必要な能力開発実践研修会
～多職種連携のために臨床検査技師が知るべきこと～

テーマ 現場で求められる能力への具体的対応
目 的 テーマの通り、現場で求められる能力に対応できる人材の育成。

病棟業務について具体的業務内容を総合的に研修し、習得して
もらうことを目的とする。

会 期 平成29年3月18日（土）・19 日（日） 9時30分～16時10分
会 場 日本臨床検査技師会館

⑫日臨技医療政策企画 病棟業務課題解決実践講習会

テーマ 「病棟常駐検査技師」という職域の確立をめざして
目 的 急速に変化する医療制度の中で臨床検査技師が専門性を活かし、

病棟業務へ参画の方向性が示される中、本講習は臨床検査技師が
病棟業務への参画推進を全国的な活動へつなげていく契機と位置
付けている。参画における課題を提示し、対策・解決法を紹介し
たうえで、自施設に合った方法に置き換え持ち帰り、展開してい
ただきたい。

会 期 ①平成29年2月12日（日）9時50分～17時00分
②平成29年2月18日（土）9時50分～17時00分

会 場 ①（東京都）日本臨床検査技師会館
②（大阪府）あべのメディックス



⑭病棟業務に必要な能力開発実践研修会

テーマ 現場で求められる能力への具体的対応
目 的 実技模擬訓練により、直面した時に対応できるようにする。

検査後工程

検査工程

検査前工程

会 期 平成29年7月29日（土）・30 日（日）
内 容 検査前における患者への検査説明・相談、検体採取、

認知症患者対応、事例ごとの患者対応コミュニケーション

会 期 平成29年10月14日（土）・15日（日）
内 容 認知症検査、ベッドサイド周辺機器操作、超音波検査、

BLS実技訓練、患者急変時の対応

会 期 平成29年2月11日（土）・12 日（日）
内 容 R-CPC、R-CPC結果を踏まえた実際の検査説明・相談、

移乗介助、病態から探る患者異常例の対応

その後は各都道府県のご協力をいただき、全国的な事業展開として組み立てる



本日のお話

■日臨技における業務拡大への背景

■業務拡大に関する日臨技の政策的対応

※病棟業務に関連する範囲に関して

■病棟参画に関する日臨技の検証事業内容

■政策的対応以降での全国実施状況

■現状から今後の方向性



聖隷横浜病院における臨床検査技師の
病棟業務に関する試み③

作業時間測定およびアンケート調査による実検証結果報告

日臨技事務局政策調査課1） 板橋匠美1）

柿島博志1）、深澤恵治2）、丸田秀夫3）、横地常広4）、吉田功5）、杉岡結衣5）

独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院2）

社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院3）

日臨技代表理事副会長4）

社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院5）

第６５回日本医学検査学会



聖隷横浜病院概要

■許可病床 300 床（一般300床（うち地域包括ケア病床 51床））

■ 対象病棟 46床 （総合内科、心臓血管内科、救急科）

■ 看護体制 ７対１（２交代制）

■ 病棟スタッフ

看護師29名（課長１名、係長３名）、看護助手７名、

病棟クラーク１名、病棟薬剤師２名（常駐は１名）

■ オーダリングによる紙カルテ運用

*********************************************************

■派遣技師の担当分野（生理機能検査、当直・採血業務）

■育児短時間勤務（8：30～16：00） 計６時間３０分



病棟検査技師タイムスケジュール

業務内容は、
①求められる時間帯に行なう業務
②突発的に発生する業務

上記に分かれており、状況に合わせて対応。

また、PHSを持つことで病棟と検査部門の仲介役に。

①主業務の予定時間帯 ②突発的に発生する業務一覧

患者情報の把握

採血の取り直し
心電図装着・測定・取外し
生食シリンジの補充
看護師のマンパワーフォロー
病棟への検査関連問い合わせ対応
患者介助・情報収集
検体搬送→遠心または測定
医師・看護師との密な情報交換
各検査室⇔病棟間の患者搬送
追加採血・検体採取
尿比重の測定

8:30 早朝カンファレンス

採血・検体採取業務
検体搬送→遠心または測定

心電図測定

9:00

9:30

10:00 検査指示ひろい

10:30 患者へ本日の検査時間連絡

11:00 血糖測定
患者へのＳＭＢＧ操作指導

11:30
病棟の検査備品補充

看護助手の補助12:00

12:30

昼休憩
13:00

14:00 早朝採血検査結果のスクリーニング

14:30 糖尿病療養指導

15:00

看護師等のマンパワーフォロー
15:30

16:00 患者へ翌日の検査案内
（採血、心電図など）

16:30
翌日の採血管準備

17:00

診療科：
総合内科、心臓血管内科、救急科
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検証の概要と病棟での臨床検査業務時間

■ 病棟における業務量の定量化を目的に日臨技負担にて調査員を1名配置
■ 医師、看護師、患者への臨床検査技師の優位性についてアンケート調査

の実施
■ 病棟における臨床検査業務時間は通算にすると5時間以上確認された
■ 一番の臨床検査業務は患者情報管理（採血結果報告、検査結果のカルテ

記載などであり、次いで採血業務であった
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看護からみた臨床検査技師の配置効果

■ 臨床検査技師を病棟に配置する前と配置した後では看護師の感じる
負担感は激減した

■ 臨床検査技師を配置後の効果としては、検査業務の負担の軽減と患
者へのケアにかける時間が増えたと評価された
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患者アンケート結果（検査説明を中心に）

■ 検査説明にかける時間は５～１０分が大勢を占めた

■ 説明してもらいたいことは、検査結果についてが一番多い意見だった

■ 検査説明の内訳は結果の解釈について説明を求める意見が半数であった



聖隷浜松病院における臨床検査技師の
病棟業務に関する試み③

作業時間測定およびアンケート調査による実検証結果報告

日臨技事務局政策調査課1） 板橋匠美1）

柿島博志1）、深澤恵治2）、丸田秀夫3）、横地常広4）、直田健太郎5）、渡辺真世5）

独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院2）

社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院3）

日臨技代表理事副会長4）

社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷浜松病院5）

第６５回日本医学検査学会



聖隷浜松病院概要

■許可病床 750 床

■対象病棟 50床 （循環器内科、心臓血管内科）

■看護体制 ７対１（３交代制）

■ 病棟スタッフ

看護師30名（課長１名、係長３名）、看護助手６名、

病棟クラーク２名、病棟薬剤師２名（常駐は１名）

■ 電子カルテ運用

*********************************************************

■派遣技師の担当分野（生理機能検査、当直・採血業務）

■病棟勤務時間（通常：8：30～17：00） 計７時間３０分

※早出：7：00～15：30



病棟での検査関連業務に要する時間
通常勤務時間でその他業務（検査実施場所への患者誘導・搬送、看護助手の補助）を除く累積した時間は、

平均353.2分（5時間53.2分）になった。この時間は、勤務時間（7時間30分）の78.5％に相当する。

時間（平均）

患者情報管理
（患者の情報収集、早朝採血結果の確認報告、検査結果のカルテ記載等）

1.5時間

心電図（モニターの装着・取り外し・測定、歩行負荷心電図等） 1.3時間

医師・看護師等の業務支援（血液ガス、血液培養の採取補助等） 1.0時間

検査関連管理業務
（カンファレンス・委員会などの参画、検査備品補充・管理）

0.9時間

検査説明（生理機能検査、採血・検体採取、血糖測定等） 0.7時間

簡易検査（血糖測定、尿比重測定） 0.4時間

採血、検体採取業務 0.2時間

合計 6.0時間

病棟での主な業務に要するおおよそ時間（1病棟・1日あたり）



病棟検査技師タイムスケジュール
①主業務の予定時間帯 ②突発的に発生する業務一覧

早朝採血
検体搬送→遠心または測定

採血の取り直し
心電図装着・測定・取外し
生食シリンジの補充
看護師のマンパワーフォロー
病棟への検査関連問い合わせ対応
患者介助・情報収集
検体搬送→遠心または測定
医師・看護師との密な情報交換
各検査室⇔病棟間の患者搬送
追加採血・検体採取
ＰＯＣＴ検査

※ＰＨＳを持つことで、
病棟と検査部門との仲介役へ

7:00

7:30

8:00
患者情報の把握

早朝カンファレンス 8:30

採血・検体採取業務
検体搬送→遠心または測定

心電図測定（歩行負荷含む）

9:00

9:30

検査指示ひろい 10:00

患者へ本日の検査時間連絡 10:30

血糖測定
患者へのＳＭＢＧ操作指導

11:00

早朝採血結果の確認・把握
早朝採血結果の医師・看護師へ報告

11:30

12:00

12:30

昼休憩 13:00

カンファレンス資料準備 14:00

カンファレンス 14:30

看護師のマンパワーフォロー 15:00

患者へ翌日の検査案内
（採血、心電図など）

15:30

16:00

病棟の検査備品補充
16:30

17:00

業務内容は、
①求められる時間帯に行なう業務
②突発的に発生する業務

上記に分かれており、状況に合わせて対応。
また、PHSを持つことで病棟と検査部門の仲介役に。

診療科：循環器内科、心臓血管内科

通
常
業
務
時
間

早出業務時間

業務時間を90分早めることで、早朝採血
から行なうこととなる。
①「採血、検体採取業務」の平均時間が、

12.7分 ⇒ 74.5分

後半の業務開始を早めることで、
②勤務時間（7時間30分）

78.5％ ⇒ 96.8%
に相当する業務時間となる。



看護師が感じる業務負担感

心電図検査
有意確率＝0.044

検査関連管理業務
有意確率＝0.046

医師・看護師等の業務支援
有意確率＝0.049

検査情報問い合わせ
有意確率＝0.095

その他の業務
有意確率＝0.223

各種検査説明
有意確率＝0.276

輸血関連業務
有意確率＝0.421

血糖・簡易検査業務
有意確率＝0.789

採血・検体採取
有意確率＝0.844

患者情報管理
有意確率＝1.000

実地検証後 (N = 14)実地検証前 (N = 21)
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検証前後で臨床検査技師がいない場合の負担感は、著しいことが示された。また、「検査関連管理業務」、「心電図検査」、
「医師・看護師などの業務支援」における負担感は臨床検査技師の病棟配置検証実施の前後で有意な差が認められた。
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臨床検査技師のカンファレンス、チーム、教室、委員会参加への期待感
（医師調査）

27.3%

27.3%

45.5%

45.5%

45.5%

54.5%

72.7%

25.0%

25.0%

37.5%

50.0%

50.0%

87.5%

25.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

配置前

配置後

医師からの期待は、「臨床検査関連のインシデントが減少すると思われる」については病棟配置
検証の実施の前後で比率が高くなっていたが、統計学的な有意差は認められなかった。

配置前 N =8 配置後 N=11

臨床検査関連のインシデントが減少する
と思われる

病棟職員の患者に対する検査説明に関する
理解・スキルの向上につながる

臨床検査関連の必要な情報を速やかに
入手・把握できる

病棟職員の検体採取管検査機器の取り扱い
に関する理解・スキルの向上につながる

患者に対し、臨床検査技師が検査説明を対応
することで、患者のQOLの向上につながる

検体採取から検査を一貫して臨床検査
技師が担当することで、迅速報告と
データ管理につながる

臨床検査技師が他業務を受け持つことで、
本来業務の時間が増える



病棟業務推進施設情報連絡会へ
のアンケート調査結果について

～サイボウズLiveを使用した
リアルタイムな情報提供～

◎深澤恵治1)板橋匠美2)柿島博志2)柴田昭浩1)吉田功1)

山田哲司1)實原正明1)並木薫1)丸田秀夫1)

日臨技 病棟業務推進連絡協議会1)

日臨技 政策調査課2)

第６５回日本医学検査学会
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%

2.6%

0.0%

2.6%

3.1%

94.7%

96.9%

0% 50% 100%

平成28年8月

平成28年5月

配置している 常にではないが配置している 配置していない

設問内容
病床グループ

合計
1-149床 150-299床 300-499床 500床以上

配置している 2.8% 2.0% 0.0% 3.6% 2.6%

臨床検査技師を病棟配置している施設

N=129

N=151

68.9%

25.8%

5.3%

人員の確保 病棟・病院の理解を得る 検査部門内の理解を得る

病棟へ業務拡大を行う際の1番の課題

1-149床

150-299床

300-499床

500床以上

病棟配置における経時的変化と課題
患者中心のチーム医療へ対応できる検査部門が確認できるが、多くは
人員確保が困難という理由により、病棟配置への業務拡大が停滞している。

N=151

平成28年8月

検査部門内における業務内容の整理または業務分担の見直しが必要ではないだろうか。



0.6%

3.6%
3.6%
5.5%
7.3%
7.3%
8.5%
8.5%
10.3%
12.7%
13.9%
15.2%

18.8%
23.0%
24.8%
26.7%
27.3%
27.9%
28.5%
29.7%

62.4%
65.5%

71.5%
90.3%

55.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

輸血同意書取得時の立ち会い

蓄尿量確認

輸血に関する説明（検査、副作用、感染症等）

モニター心電図の装着、取り外し、測定

血ガス採取補助

尿比重測定

血培採取補助

検査結果に関する説明

簡易血糖測定器による血糖測定

POCT検査実施

採血、検体採取についての説明

病棟カンファレンスへの参画

歩行負荷心電図の装着、取り外し、測定

生理機能検査についての説明

採血業務

各科カンファレンスへの参画

病棟の検査備品管理

血糖測定、SMBGに関する説明

病棟患者の早朝採血検査結果確認、報告

輸血準備（搬送）

超音波検査の実施

ＮＳＴカンファレンスへの参画

心電図の装着、取り外し、測定

ＩＣＴ活動への参画

行なっている

H28予定

H29予定

H29以降予定

病棟配置における経時的変化と課題
ICT・NST活動への参画による専門性を活かした業務拡大が多くの施設で行われている。
各検査の説明は3割以下の施設でのみ実践されている。

これら活動があってこそ、初めて臨床検査に対する新しいニーズが生まれるのではないだろうか。

ICT活動への参画
⇒医療安全への貢献

各カンファレンスへの参画、検査結果確認･報告
⇒治療への貢献

各検査説明
⇒患者ニーズへの貢献

N=165、ケースによる％を表示【病棟で実施している業務】



実施施設による病棟勤務者からの評価
ICT・NST活動への参画による専門性を活かした業務が高い評価を受けている。
次いで、血糖に関する検査説明が病棟勤務者から評価を受けている。

現場ニーズに合わせた、業務拡大の視点を検討する余地があるのではないだろうか。

N=165、ケースによる％を表示
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20.6%
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49.1%

52.7%
75.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

輸血同意書取得時の立ち会い

蓄尿量確認

輸血に関する説明（検査、副作用、感染症等）

血ガス採取補助

尿比重測定

モニター心電図の装着、取り外し、測定

検査結果に関する説明

血培採取補助

簡易血糖測定器による血糖測定

POCT検査実施

採血、検体採取についての説明

病棟カンファレンスへの参画

生理機能検査についての説明

歩行負荷心電図の装着、取り外し、測定

各科カンファレンスへの参画

病棟患者の早朝採血検査結果確認、報告

病棟の検査備品管理

採血業務

輸血準備（搬送）

血糖測定、SMBGに関する説明

ＮＳＴカンファレンスへの参画

心電図の装着、取り外し、測定

超音波検査の実施

ＩＣＴ活動への参画

必要とされている

良くも悪くもない

一部問題あり

【病棟で評価を受けている業務】

10.3%

27.9%

4.8%
3.0%

0.0%

1.8%

55.0%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行なっている H28予定 H29予定 H29以降予定

【病棟で実践している業務】
①血糖測定、SMBGに関する説明、②簡易血糖測定器による血糖測定

測定よりも患者説明に高いニーズが認められる。
各施設における実施予定業務とニーズに差を認め
る。



実施施設からみた病棟配置までの難易度
既に実施している業務では多くの施設が相関してスムーズに業務配置が行なえている。
カンファレンスへの参画、検査結果の確認報告で、高い評価が比較的多く認められる。

患者中心のチーム医療に中で不可欠な存在となるためには、治療への貢献は不可欠ではないだろうか。

0.6%

1.8%
3.0%
3.6%
6.1%
7.3%
7.9%
7.9%
9.1%
10.3%
10.9%

14.5%
16.4%
16.4%
18.2%
19.4%
20.0%
21.8%
21.8%
24.2%

51.5%
53.3%

61.2%
71.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

輸血同意書取得時の立ち会い

輸血に関する説明（検査、副作用、感染症等）

蓄尿量確認

検査結果に関する説明

尿比重測定

血ガス採取補助

血培採取補助

モニター心電図の装着、取り外し、測定

簡易血糖測定器による血糖測定

POCT検査実施

採血、検体採取についての説明

病棟カンファレンスへの参画

採血業務

歩行負荷心電図の装着、取り外し、測定

病棟患者の早朝採血検査結果確認、報告

生理機能検査についての説明

血糖測定、SMBGに関する説明

病棟の検査備品管理

各科カンファレンスへの参画

輸血準備（搬送）

超音波検査の実施

ＮＳＴカンファレンスへの参画

心電図の装着、取り外し、測定

ＩＣＴ活動への参画

あまり苦労しなかった

やや苦労した

苦労した

N=165、ケースによる％を表示【病棟業務配置がスムーズに行えた業務】

治療への貢献に繋がりやすい、
各カンファレンスへの参画、検査結果確認･報告に必要な技能

⇒検査データを正しく多角的に読み取り、説明し伝える力

「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」を開催し、
平成26年度から28年度の3年間で5,000名の修了者を目標。



■病棟における感染管理の在り方
院内感染を念頭に、感染管理の留意点を再確認

■薬剤副作用と臨床検査
薬剤副作用と確認のための検査、薬剤の影響と検査データの変動機序

■病棟業務の実際
病棟における検査データの提供方法

■患者移送時の留意点
転倒転落防止に対する知識と技能

■検査データ分析による病態把握
検査データを正しく多角的に読み取り、説明し伝える知識と技能

調査結果から判断できる
病棟において臨床検査技師が仕事をする上で、

必要な知識や技能



横地式メソッド・シリーズ
～「絵に描いた餅」を実現させるための計画的戦略法 ～

キーワードは「絵モチ！？」

「病棟業務に必要な能力開発実践講習会」にて、
各検査部門がご施設で要望を叶えるために展開中！！

e-ラーニングの1講座として、H30.4より展開予定。

1 H29.2.18-19 人員課題のための1解決法 業務最適化メソッド

2 H29.7.29-30 多職種連携のための1考え方 業務包括化メソッド

3 H29.10.14-15 人材育成のための1改革法 問題共有化メソッド

4 H30.2.11-12 中期目標実現のための1戦略法 業務量分析化メソッド



医療
安全

検体
採取

検査
説明

認知症
検査

病棟業務にマストな技能・態度を既に展開している施設の技師が教える。

モニター
心電図

歩行負荷
心電図

必須技能のハンズオンセミナー
トランス
ファー技

能

救急
検査



平成29年度

予算・税制等に関する要望書/一般政策要望
（国民に質の高い医療を提供するための精度保証の充実）

平成28年10月21日（金曜日）
一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

日本臨床検査技師連盟

自由民主党

予算・税制等に関する政策懇談会 資料

・病棟への臨床検査技師常駐化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P２

・在宅療養における積極的な臨床検査活用のための体制整備・・・・・・P３

・認知症疾患医療センターへの認定認知症領域検査技師配置要件の追加・P４

・がん診療連携拠点病院等への認定病理検査技師配置要件の追加・・・・P５

・業務範囲の追加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P６

・臨床検査値の質の担保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P７



専門的知識を有する臨床検査技師が病棟
に常駐することにより、医師・看護師の
業務負担軽減と質の高い検査データの提
供が期待される

病棟診療の質・安全の向上と業務分担の推進のために
（病棟への臨床検査技師常駐化）

病棟医療における検査業務の課題

○患者の結果報告確認（特に早朝検査）が医師・看護師の本来業務が優先されることにより、
患者処置が遅延してしまう場合がある

○看護師の業務負担軽減への取り組みとして、臨床検査技師による採血・検査についての説明等
の実施への期待が高い割合を占めている（第306回中医協総会 入院医療(その３)より）

＜医療現場における事例＞
・検査結果のチェックもれや遅れによる処置および治療の遅延 ※医療安全情報：日本医療機能評価機構
・病棟採血検体の再採血の件数（採血管の間違えや採血量の不足等）

病棟業務における検査関連業務実地検証

臨床検査技師がその専門性を活かし、急性期病棟において
常駐することで、臨床検査業務に携わった時間をA、Bの2
病院にて検証した

A病院…5時間、B病院…6時間

臨床検査の病棟配置を推進するための体制
の整備が求められる（診療報酬上の措置 等）

業務内容（B病院の例） 時間（平均）

患者情報管理（検査結果の確認報告、検査結果のカルテ記載等） 1.5時間

心電図（モニターの装着・取り外し・測定、歩行負荷心電図等） 1.3時間

医師・看護師等の業務支援（血液ガス、血液培養の採取補助等） 1.0時間

検査関連管理業務（カンファレンス・検査備品管理等） 0.9時間

検査説明（生理機能検査、採血・検体採取、血糖測定等） 0.7時間

簡易検査（血糖測定、尿比重測定） 0.4時間

採血、検体採取業務 0.2時間

合計 6.0時間

※神奈川県の一般病院（300床） ※静岡県の一般病院（750床）

臨床検査技師配置により医師・看護師において、
臨床検査関連のインシデントが減少すると評価された（当会調査）

２



在宅療養における積極的な臨床検査活用のための体制整備

在宅療養での臨床検査需要の拡大

○地域医療構想・医療計画のもとでの地域支援型の医療に進むことにより、医療必要度の高い
患者が在宅療養へ移行する事が想定される

○在宅の場で、専門知識をもった臨床検査技師が関わることにより、慢性患者の経過観察や
病状の急変時等に、質の高い検査データに基づいた医療が提供できる

在宅療養で利用可能な臨床検査

●生化学的検査や血液学的検査の一部、心電図検査、超音波 検査、インフルエンザ等の感染症検査 など
様々な臨床検査が在宅の場で実施可能（POCTを含む）

●臨床検査技師は各種検査材料の採取から検査結果の説明まで一連の業務実施が可能

在宅療養でも臨床検査技師の活用を促進する体制の整備が求められる

在宅医療現場における臨床検査技師の活用例

A施設（東京都の在宅医療診療所）
在宅医療に臨床検査技師が随行することにより、検査データに裏付けされた迅速な病態把握が可能と
なり、効率的に訪問診療・往診を行なえるようになった。また、医師の指示のもと、先行して画像検査や
様々な検査を実施し、治療に繋げている。

３

在宅で必要な臨床検査を実施することにより、
通院することなく在宅療養者とその家族の負担軽減やQOLが向上する



認知症疾患医療センターにおける診断精度の向上へ向けて
（認知症疾患医療センターへの認定認知症検査技師 配置要件の追加）

わが国の認知症高齢者の数は、2012（平成 24）年で 462 万人と推計されており、2025（平 成 37）年に
は約 700 万人、65 歳以上の高齢者の約５人に１人に達することが見込まれ、今や認知症は誰もが関わる可
能性のある身近な病気である。

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の７つの柱の
Ⅱ．認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

(３) 早期診断・早期対応のための体制整備

○認知症疾患医療センターの計画的な整備を進める

認知症疾患医療センター

○認知症疾患に関する鑑別診断の実施など、地域での認知症医
療提供体制の拠点としての活動を行う事業（H20年～）

○実施主体：都道府県・指定都市
（鑑別診断に係る検査等の総合的評価が可能な医療機関に設置）
○設置数：全国に336か所
（平成27年12月28日現在 都道府県知事又は指定都市市長が指定）

・基幹型：14 ・地域型：303 ・診療所型：19か所

『４つの役割』
１．認知症疾患に関する専門医相談
２．認知症疾患の鑑別診断・初期対応
３．認知症疾患の合併症・周辺症状への急性期対応
４．啓発活動等

認知症疾患医療センターの人員配置要件
地域型では・・・
・専門医（1名以上）
・専任の臨床心理技術者（1名）
・専任の精神保健福祉士又は保健師等（2名以上）

臨床検査技師の配置は施設の5％程度（当会調査）

日本臨床衛生検査技師会では”認定認知症領域検査
技師制度“により認定認知症領域検査技師を輩出し
ている

＜資格概要＞

認知症発症のメカニズムと診断に係る検査につい
て、専門的な知識を有する臨床検査技師

認知機能検査 画像検査
髄液・血液検査 脳波検査

超音波 検査脳血流量検査（NIRS） 他

認知症疾患医療センターに認定認知症領域検査技師
を配置することにより早期診断、鑑別の精度が向上
する

人員配置要件
専任の精神保健福祉士又は保健師等（2名以上）
に認定認知症領域検査技師を追加して頂きたい

４



その中でも組織診断は
確定診断として重要視される

人体から採取された組織から各種
の病理標本を作製し、その病理標
本を病理医が、がんの確定診断を
正確に行うためには、適切な病理
標本を作製する技術者が不可欠で
ある

組織診断
（遺伝子検査）

細胞診断
（遺伝子検査）

がん診療連携拠点病院等における基本的がん診療の均てん化の推進のために
（がん診療連携拠点病院等への認定病理検査技師 配置要件の追加）

がん診療連携拠点病院等とは・・・
全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう、全国にがん診療連携拠点病院を３９９箇所、
地域がん診療病院を２８箇所、指定されている（平成２８年４月１日現在）。
専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の構築、がん患者に対する相談支援及び情報提
供等が行われている。

新たながん診療提供体制（平成２６年度から）
がん診療連携拠点病院における診療体制の向上や、基本的がん診療の更なる均てん化等を図るため、平成
26年度から、次のような見直しが行われた。

・がん診療連携拠点病院の指定要件の強化

・「特定領域がん診療連携拠点病院」（特定のがんに高い診療実績を持ち、都道府県内で拠点的役割を果た
す病院）の新設

・「地域がん診療病院」（拠点病院のない２次医療圏で、基本的がん診療を行う病院）の新設

がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
Ⅱ指定要件、1診療体制、（２）診療従事者、
②専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配
置、
エ、「専任の細胞診断に係る業務に携わる者を１人以上配置す
ること。なお、当該者は公益社団法人日本臨床細胞学会が認定
を行う細胞検査士であることが望ましい。と明記されている

次項に オ、「専任の病理標本作製に係る業務に携
わる者を１人以上配置すること。なお、当該者は一
般社団法人日本臨床衛生検査技師会が認定を行う認
定病理検査技師であることが望ましい。」を追加す
ることにより、基本的がん診療の均てん化が推進さ
れる

５

がんの最終診断は以下の検査等が用いられる

細胞検査士
（要件として配置済み）

認定病理検査技師



人体への侵襲度が少ない生理学的検査で、
以下に示した検査については、既に医師の指導のもと実施している実態があ
り、項目としてよう追加をして頂きたい

最新の検査技術を遅滞なく国民へ提供する体制を整える

十九 鼓膜音響インピーダンス検査 二十 チンパノメトリー検査
二十一 耳小骨筋反射検査 二十二 眼圧測定検査（非接触型）

最新の検査技術を遅滞なく国民へ提供する体制構築のために（業務範囲の追加）

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律改正の付帯決議（平成17年4月21日）

【附帯決議】政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。（一部省略）
二、臨床検査技師が行うことのできる生理学的検査の範囲については、医療提供体制の変化や医療技術の進歩に応じた見直し

を図っていくこと。

当会の業務実態調査および意識調査より、4つの検査項目で業務拡大の意見が上がっている

臨床検査技師等に関する法律
（定義）
第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用い
て、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄
生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう

６

一 心電図検査
二 心音図検査
三 脳波検査
四 筋電図検査
五 基礎代謝検査

六 呼吸機能検査
七 脈波検査
八 熱画像検査
九 眼振電図検査
十 重心動揺計検査

十一 超音波検査
十二 磁気共鳴画像検査
十三 眼底写真検査
十四 毛細血管抵抗検査
十五 経皮的血液ガス分圧検査

十六 聴力検査
十七 基準嗅覚検査
十八 電気味覚検査及びろ紙

ディスク法による味覚定量検査

追加された年月：Ｓ45.5 / Ｈ5.4 / Ｈ5.9 / Ｈ10.11 / Ｈ27.4

厚生労働省令で定める生理学的検査



国民に適切な医療を提供体制の構築（臨床検査値の質の担保）

臨床検査技師等に関する法律
（名称の使用禁止）
第二十条 臨床検査技師でない者は、臨床検査技師という名称又はこれに紛らわしい
名称を使用してはならない・・・名称独占は認められている
一方で、法的に臨床検査に業務制限はない ⇒ 誰がやっても法に抵触しない！

国民の健康を測る臨床検査を国家資格のない者が行ってよいのか？？

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律改正の付帯決議
（平成17年4月21日）

【附帯決議】政府は、本法の施行に当たり、次の事項につい
て適切な措置を講ずるべきである。

一．検査技術・検査機器の高度化、複雑化に十分対応できる
よう臨床検査技師の資質の向上に努めること。

二．臨床検査技師が行うことのできる生理学的検査の範囲に
ついては、医療提供体制の変化や医療技術の進歩に応じ

た見直しを図っていくこと。
三．人体から排泄され、又は採取された検体に係る第二条に

規定する検査のうち、高度な医学的知識及び技術を必要
とするものについては、検査の適性を確保するため、臨
床検査技師等の専門的知識や技能を有する者が行うこと

が望ましいことから、周知に務めること。
四．超音波検査等のうち高度かつ緻密な生理学的検査につい

ては、検査の正確性及び検査を受ける者の安全を確保す
るため、できる限り医師又は歯科医師の具体的な指示を
直接受けて行われるよう、関係機関の指導に努めること.

五．前項に掲げた検査について、医師又は歯科医師の具体的
な指示を直接受けられない場合は、相当程度の知識・経
験を有した臨床検査技師が検査を行うよう周知に努める
こと。

高度な医学的知識及び技術を必要とするもの（例）

・遺伝子（ゲノム）・染色体検査
ヒトの遺伝子・染色体を対象とする検査 等

医療が高度化・専門化する中、各団体が独自
の精度管理基準に基づいて調査を行なってい
る。

遺伝子（ゲノム）・染色体検査など高度な医
学的知識及び技術を必要とするものについ
は、行政として精度管理基準を設け、当該基
準を満たした施設において、国家資格である
専門知識をもった臨床検査技師の業務と規定
することで、国民の健康を測る臨床検査の質
が担保される

７



本日のお話

■日臨技における業務拡大への背景

■業務拡大に関する日臨技の政策的対応

※病棟業務に関連する範囲に関して

■病棟参画に関する日臨技の検証事業内容

■政策的対応以降での全国実施状況

■現状から今後の方向性



開催県 日 程 （募集人数）

１ 栃木県 6月25日、26日（50名）

2 山梨県 7月17日、18日（30名）

3 静岡県 7月23日、24日（50名）

4 岐阜県 7月23日、24日（30名）

5 秋田県 8月6日、7日（30名）

6 千葉県 8月6日、7日（70名）

7 熊本県 8月20日、21日（60名）

8 長崎県 8月20日、21日（30名）

9 滋賀県 8月27日、28日（20名）

10 宮城県 9月10日、11日（30名）

11 山形県 9月10日、11日（30名）

12 福島県 9月10日、11日（42名）

13 茨城県 9月10日、11日（40名）

14 大阪府 9月24日、25日（64名）

15 島根県 10月15日、16日（30名）

16 鳥取県 10月22日、23日（20名）

17 石川県 10月22日、23日（80名）

18 和歌山県 10月29日、30日（30名）

19 愛知県 11月5日、6日（50名）

20 長野県 12月3日、4日（40名）

21 愛媛県 12月10日、11日（32名）

22 兵庫県 12月10日、11日（60名）

23 群馬県 12月17日、18日（32名）

24 大分県 1月8日、9日（30名）

25 京都府 1月21日、22日（30名）
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平成28年度 検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会

実施・申請状況

開催済

26 山口県 1月21日、22日（30名）

27 宮崎県 1月21日、22日（30名）

28 福井県 1月22日、2月11日（40名）

29 北海道 1月28日、29日（48名）

30 富山県 1月28日、29日（50名）

31 広島県 1月28日、29日（70名）

32 岡山県 2月11日、12日（50名）

33 東京都 2月18日、19日（150名）

34 香川県 2月25日、26日（20名）

35 奈良県 2月25日、26日（20名）

36 神奈川県 3月4日、5日（100名）

37 埼玉県 3月4日、5日（80名）

38 新潟県 3月4日、5日（50名）

39 福岡県 3月4日、5日（80名）

否開催

３年で全国に１割以上の技師を育成した！
つまり目標は達成した。



2017年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
修了者数

合計
会員数

（H29.6.16）

比率
（％）

残り未受講
会員数

北日本 3,636 28 0 171 191 19 8 0 0 0 0 0 0 417 4,053 8,997 45.0% 4,944

関甲信 3,205 95 1 103 84 79 91 0 0 0 0 0 0 453 3,658 7,995 45.8% 4,337

首都圏 4,560 124 0 102 114 107 96 0 0 0 0 0 0 543 5,103 11,567 44.1% 6,464

中部圏 4,107 32 0 25 205 10 29 0 0 0 0 0 0 301 4,408 7,846 56.2% 3,438

近 畿 3,571 189 6 2 9 0 185 0 0 0 0 0 0 391 3,962 8,453 46.9% 4,491

中四国 4,169 40 128 0 91 0 35 0 0 0 0 0 0 294 4,463 7,374 60.5% 2,911

九 州 5,090 251 5 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 263 5,353 8,362 64.0% 3,009

合 計 28,338 759 140 406 697 215 445 0 0 0 0 0 0 2,662 31,000 60,594 51.2% 29,594

※非会員及び
再入会申請中 2,853 127 15 42 93 24 54 0 0 0 0 0 0 355 3,208

総 数 31,191 886 155 448 790 239 499 0 0 0 0 0 0 3,017 34,208

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会　修了者 （全132会場）

H29.6.16現在

区 分

2015年
～2016

年
修了者数

2017年
修了者数



13.7%

13.3%

34.6%

30.6%

7.8%

9.7%

8.5%

22.8%

19.6%

15.2%

0% 10% 20% 30% 40%

採血室

検査室

各科外来処置室

各科病棟病室

その他

法施行後検体採取を実施する場所（鼻腔・咽頭）

2015年8月（ｎ＝818） 2016年4月(n＝2,926）

79.6%

15.2%

0.7%

4.5%

78.6%

16.0%

0.7%

4.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

臨床検査技師以外の他職種が実施している

臨床検査技師と他職種で共同して実施している

臨床検査技師のみが実施している

実施していない

法施以後の検体採取実施状況（鼻腔・咽頭）

2015年8月(n=1,605) 2016年4月(n=3,176)



5.1%

14.2%

37.4%

38.6%

4.6%

5.5%

13.0%

38.5%

38.5%

4.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

採血室

検査室

各科外来処置室

各科病棟病室

その他

法施行後の検体採取実施場所（皮膚）

2015年8月(471） 2016年4月(948）

76.0%

13.0%

2.5%

8.5%

20.1%

44.4%

25.2%

10.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

臨床検査技師以外の他職種が実施している

臨床検査技師と他職種で共同して実施している

臨床検査技師のみが実施している

実施していない

法施行以後の検体採取実施状況（皮膚）

2015年8月(n=1587) 2016年4月（ｎ＝3,150）



81.4%

3.4%

0.3%

14.9%

49.3%

2.0%

0.2%

9.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

臨床検査技師以外の他職種が実施している

臨床検査技師と他職種で共同して実施している

臨床検査技師のみが実施している

実施していない

法施行以前の検体採取実施状況（肛門）

2015年8月(n=1,581） 2016年4月(n=589）
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法施行以前の検体採取実施場所（肛門）

2015年8月(n=2,655) 2016年4月(n＝5,168）



病棟実施検査項目一覧
【採血関連】
採血管や検体容器の管理

採血管作成（準備）

採血業務（通常・緊急・負荷採血）
静脈ラインの確保（生食ロックまで）
負荷試験補助（糖尿病検査では耐糖試験など準備）

【尿関連】

蓄尿管理（説明を含む）

蓄尿の尿量・採取

蓄尿の廃棄
バルーン留置患者の尿量測定と検体採取
バルーン留置患者の尿の破棄
ドレーン留置患者の量測定と検体採取
ドレーン留置患者ドレーンの廃棄

【検体採取・介助】
表在（皮膚）や鼻腔からの検体採取
簡易キットでインフルやノロ、溶連菌、アデノなどの測定

動脈血採血の補助と測定
骨髄穿刺の補助
血液培養採取やその他の体腔液採取の補助
病棟にてグラム染色
POCT機器を用いて検査を行う
留置式尿道カテーテル挿入の介助

動脈ラインからの間接的採血

外科処置の介助

中心静脈カテーテル挿入の介助

動脈ライン挿入の介助

挿管等の介助

【説明・指導】
各種検査説明
各種検査結果説明（医師の同意が取れたもので診断は除く）
自己血糖測定患者の教育および測定手技の指導

【生理検査関連】
緊急心電図検査
心停止・心静止時の蘇生
ルーチンでの心電図検査
緊急時の超音波検査

【輸血関連】
輸血製剤の搬送と保管
輸血に関する説明
不規則性抗体陽性者に対する説明
輸血同意書取得時の立ち会い

【問い合わせ・資料・学習会】
医師・看護師・その他の職種からの問い合わせに応える
医師・看護師・その他の職種へ資料提出
医師・看護師・その他の職種からの学習会依頼に応える

【看護支援業務】
バイタルサイン測定
清拭などの患者ケア
患者搬送や移動

【その他】
機器の精度管理
簡易検査機の選定・導入



病棟業務実施施設調査表

支部 各都道府県 実施施設報告結果

北日本

北海道 なし

青森県 なし

岩手県 なし

宮城県

仙台赤十字病院

宮城県立がんセンター

東北大学病院 生理検査センター

東北福祉大学せんだんホスピタル

仙南中央病院

みやぎ北部循環器科

東北医科薬科大学病院

東北労災病院

みやぎ県南中核病院

秋田県 大曲厚生医療センター

山形県 なし

福島県
太田西ノ内病院

かしま病院

新潟県 なし

関甲信

茨城県

栃木県
医療法人社団真誠会 みずほの中央クリニック

医療法人社団洋精会 沼尾病院

群馬県 なし

埼玉県 埼玉医科大学病院

山梨県 なし

長野県 なし

首都圏

千葉県
亀田総合病院

安房地域医療センター

東京都

神奈川県 なし

１）調査対象施設
病棟（救急・NICU・CCUなども含む）
に臨床検査技師を1日2時間以上配置し
ている施設。

２）調査対象期間
平成29年2月1日～4月30日まで



病棟業務実施施設調査表

中四国

鳥取県 医療法人真誠会 真誠会セントラルクリニック

島根県 なし

岡山県

広島県 なし

山口県 なし

徳島県 なし

香川県 なし

愛媛県 なし

高知県 なし

九州

福岡県 社会保険 稲築病院

佐賀県 なし

長崎県 医療法人 樹花会 松崎内科循環器科

熊本県

かたやま内科・漢方クリニック

江南病院

青磁野リハビリテーション病院

天草市立牛深市民病院

熊本大学医学部附属病院

菊陽病院

済生会熊本病院

済生会みすみ病院

熊本リハビリテーション病院

整形外科井上病院

熊本労災病院

熊本泌尿器科病院

大分県 長門記念病院

宮崎県 なし

鹿児島県 なし

沖縄県 なし

病棟へ人員として検査技師を配置している施設
※各都道府県技師会のご協力による結果

計59施設（H29.6.20現在）

中部圏

富山県

石川県

金沢大学附属病院

やわたメディカルセンター

公立松任石川中央病院

岐阜県
澤田病院

早徳病院

静岡県 静岡てんかん神経医療センター

愛知県

総合大雄会病院

安城更生病院

増子記念病院

藤田保健衛生大学病院

豊田厚生病院

宏潤会大同病院

愛知医科大学病院

厚生連足助病院

名古屋市立大学病院

名古屋第一赤十字病院

名古屋市立緑市民病院

三重県

医療法人（社団）寺田病院

総合診療センター ひなが

亀山市医療センター

近畿

福井県 なし

滋賀県 なし

京都府 なし

大阪府 近畿大学医学部附属病院

兵庫県

姫路第一病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院

神戸市立医療センター中央市民病院

医療福祉センターきずな

高砂市民病院

奈良県 なし

和歌山県 なし



厚生労働省 第５回地域医療構想に関するWG （平成２９年６月２日） ※病棟機能報告の項目の追加・見直し：抜粋
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保険収載されれば。。。。。

病棟業務実施

病棟業務実績保険収載

■ 保険収載されれば病棟業務を実施すると言う施設が多い
■ 保険収載されるには多くのエビデンスを提示しなければならない
■ 鶏が先なのか？卵が先なのか？
■ 薬剤師は多くのエビデンスを提示して保険収載にこぎ着けた
■ 多くの施設でエビデンスを増やして頂きたい



本日のお話

■日臨技における業務拡大への背景

■業務拡大に関する日臨技の政策的対応

※病棟業務に関連する範囲に関して

■病棟参画に関する日臨技の検証事業内容

■政策的対応以降での全国実施状況

■現状から今後の方向性



臨床検査技師は検査の専門家であるまえに医療人なのではないだろうか

医療ニーズ（患者の求め）は状況によって変わります。
ベクトルを医師から患者へ。患者・医師とともに治療へ考える。

その検査は誰のためですか？

臨床検査は医療の根幹となりうる情報である



未来に何があるのか。 少子・超高齢化の時代へ

団塊世代



総務省「国勢調査」、社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」、厚生労働省「人口動態統計」より

今後、急速に高齢化が進み、
やがて「1人の若者が1人の高齢者を支える」という厳しい社会が訪れま
す。



東京の現状と平成37年（2025年）の姿

＜人口の推移＞

149 131 120 112 106 

899 
854 826 777 713 

268 332 350 377 
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1,316 1,318 1,296 1,266 1,231

【凡例】

≪国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25年（2013年）３月）」≫

：高齢者人口（65歳以上）

：生産年齢人口（15歳以上64歳未満）

：年少人口（15歳未満）

：65歳以上人口割合

（高齢化率）

：15歳未満人口割合

東京都福祉保健局医療政策部 資料



東京の現状と平成37年（2025年）の姿

＜高齢者人口の推移＞

平成７年から平成22年まで≪総務省「国勢調査」≫
平成27年から平成47年まで≪国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（全国）（平成24年１月）」≫

≪国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25年３月）」≫
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：後期高齢者人口（75歳以上）

：前期高齢者人口（65歳以上75歳未満）

：後期高齢者人口割合（全国）

：後期高齢者割合（東京都）

（万人）

【凡例】

東京都福祉保健局医療政策部 資料





○ 2025年に向けて少子高齢化がさらに進展、
医療需要の増加が予測されている

○ 患者の症状や状態に応じた効率的で質の高い
医療提供体制を確保し続けるため…

平成26年 医療法改正

地域医療構想策定の背景

地域医療構想を策定

⇒ 地域にふさわしい病床の機能分化・連携を
推進していく



なぜ地域医療構想が必要なのか？
医療における2025年問題

• 2025年とは団塊の世代が75才になる年
– 医療・介護需要の最大化

• 高齢者人口の増加には大きな地域差
– 地域によっては高齢者人口の減少が既に開始

• 医療の機能に見合った資源の効果的かつ効率的な

配置を促し、急性期から回復期、慢性期まで患者が

状態に見合った病床で、状態にふさわしい、より良質な

医療サービスを受けられる体制を作ることが必要。









平成28年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査
重症度や居住形態に応じた評価の影響調査等を含む 在宅医療・訪問看護の実施状況調査



医療ニーズを生み出し、検査技師が必要となる範囲を拡大させる。

高度急性期機能

急性期機能

回復期機能

慢性期機能

急性期の患者に対し、状態の早期安定
化に向けて、診療密度が特に高い医療
を提供する機能

急性期の患者に対し、状態の早期安定
化に向けて、医療を提供する機能

急性期を経過した患者への在宅復帰に
向けた医療や、リハビリテーションを
提供する機能

長期にわたり療養が必要な患者を入院
させる機能

治療のための臨床検査は不可欠であるが、それ以降についてはより一層の参画が必要である。

急性期⇒回復期⇒慢性期そして、在宅医療へ
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AI（人口知能）に代替えされる職業
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IBMワトソンが計算した
今後９０％以上の確立で無くなる職種

日本の臨床検査技師は当てはまる？

自動化の可能性が高い職業とその確率
（オックスフォード大学カール・フレイ氏2013年論文）

保険の査定担当者 99%
クレジットアナリスト 98%
不動産ブローカー 97%
レストランの料理人 96%
造型などの作業員 95%
弁護士助手
会計士
小売店の店員
工場作業員
臨床検査技師
タクシー運転手
農業従事者
原子力技術者



ＰＤＣＡサイクルを効果的に
機能させ、着実に推進

Ｐｌａｎ
計画

Ｄｏ
実施

Ｃｈｅｃｋ
評価Ａｃｔｉｏｎ

改善

『患者と正面で向き合える臨床検査技師にならなくては、

チーム医療に参画しているとは言えない。

医療現場の期待に応えることができる

“臨床検査技師”を養成しよう。』

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

代表理事 会長 宮島 喜文

ご静聴ありがとうございました。


